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□募 集 期 間  平成２１年１月２３日（金）～２月２７日（金） 
 
□事業説明会  日 時 平成２１年１月２２日(木) 午後７時３０分 
        場 所 射水市役所小杉庁舎３階３０３・３０４会議室 
 
□審 査 会  日 時 平成２１年４月１８日(土) 午後２時 

場 所 射水市役所小杉庁舎３階３０３・３０４会議室 
 
□事 業 期 間  平成２１年４月下旬から平成２２年３月３１日までの事業

に必要な期間 
 
 
 

射水市 市長公室 市民協働課 
☎0766-57-1622 

e-mail  kyoudou@city.imizu.lg.jp 
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Ⅰ 応募要領 

 
１ 趣旨 

  地域課題の解決に向けて、市民の自由な発想を生かした多様で効果的・効率的

な公共サービスを提供するため、NPO 法人やボランティア団体等の各種団体の

専門性・先駆性などの特性を生かした事業の提案を公募します。提案団体と市が

ともに公共サービスの担い手となり、協働で事業を実施します。 
 
２ 制度の概要 

⑴対象団体 市内に主たる事務所及び活動拠点を有するＮＰＯ法人、ボ

ランティア団体、自治会・町内会、企業等で次の要件を満た

す団体（５人以上）を対象とします。 
① 組織の運営に関する規則（規約、会則等）がある団体 
② 事業計画や事業予算を定め、自主・自立した活動を行っ

ている、または行おうとしている団体 
 

⑵募集する事業 
①テーマ設定型事業 
②自由テーマ型事業 

① テーマ設定型事業 

提案団体が市の設定したテーマに基づき、提案する事業 
 

●「健康づくり」に関すること。 

  (趣旨) 心身ともに健康でいきいきと暮らすことは、市民すべての

願いであり、個人の健康づくりへの取組を地域社会で支える仕組

みづくりや健康長寿を目指した環境づくりが求められています。 
   地域特性を生かした食生活の改善や運動習慣の定着など、地域

ぐるみの健康づくりを推進します。 
 
 ●「地球温暖化防止」に関すること。 

  (趣旨) “地球温暖化”は、私たちの予想をはるかに超えるスピー

ドで進行しつつあり、なおかつその速度は年々加速しています。 
   大切な地球を未来へ引き継ぐため、家庭や地域等、身近なとこ

ろで、誰でも簡単にできる取組を推進し、脱地球温暖化に向けた

行動を地域全体へと拡大していくことを目指します。 
 
 ●「安全・安心」に関すること。 

  (趣旨) 多発する自然災害や高齢者の交通事故、振り込め詐欺な

ど、多くの要素が地域社会の安全・安心を脅かしています。 
   いつ・どこで・何が起こってもおかしくない状況に備え、子ど

もから高齢者まで、すべての市民が安全で安心して暮らせる地域

社会の実現を目指します。 
 
② 自由テーマ型事業 

提案団体が自由なテーマで提案する事業 
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⑶補助金の額 ① 補助金の額は、協働事業に要する経費のうち市長が必要

と認める経費の４分の３に相当する額とし、１００万円を

限度とします。ただし、役割分担により市が実施する役割

において事務費等の経費が発生する場合については、その

経費を含めたものとします。 

② 補助金の額に１,０００円未満の端数があるときは、切り

捨てた額とします。 

③ 市が補助する協働事業の経費は、実施する協働事業に直

接要する経費で、団体の人件費及び事務所の賃借料、光熱

水費等の管理費は対象としないものとします。 

 

対象経費費目 例   示 

人件費  提案団体の職員の恒常的な人件費は、原

則として認めない。ただし、会場設営等の

ために臨時に雇用した人件費は、委託料等

の経費として認める。 

報償費  外部の講師、専門家への謝礼、調査･研

究等に係る報償費（５万円を限度とする。）

旅費  講師等の移動、現地調査等に係る交通

費、燃料代、宿泊費等 

需用費  文具等の消耗品費、チラシ・パンフレッ

トの印刷製本費等 

役務費  通信運搬費、手数料、保険料等 

 

使用料・賃貸料 会場使用料、車両・器具等の賃借料 

 

物品購入費 提案事業の実施に当たって必要不可欠

なもので長期にわたって使用する物品等

の購入費（10 万円を限度とする。） 

なお、パソコン、カメラ、コピー機等他

の事業においても使用可能な汎用性の高

い物品の購入費は認めない。 

その他経費  その他市長が認める経費 
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⑷対象となる事業 次の項目に該当する事業で提案の分野や規模について特に

制限はありません。新たな事業の提案だけでなく、市が行っ

ている事業に関する提案も対象になります。 
① 市民ニーズを捉えた公益的及び社会貢献的な事業であっ

て、協働で取り組むことで地域課題が解決される事業  
② 市民満足度が高まり、具体的な効果及び成果が期待でき

る事業 
③ 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働を実施すること

により相乗効果が期待できる事業 
④ 提案する団体が実施可能である事業 
⑤ 専門性・先駆性等の工夫があり、新しい視点の取り組み

である事業 
⑥ 予算の見積もり等が適正である事業 
⑦ コストやサービスの質の面から、市が実施するよりも公

共サービスの向上が図られる事業 
 
□対象とならない事業 
① 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業 
② 宗教活動、政治活動、あるいは法令又は公序良俗に反す

るもの  
③ 自治会・町内会等が行う祭りや運動会等の恒例行事 
④ 国、県、市及びそれらの外郭団体が実施する他の助成制

度等の補助を受けているもの 
 
 

⑸事業の継続 事業については、原則当該年度で終了するものとします。

ただし、事業の効果が認められれば、市と協議の上、翌年度

以降も期間を定めて継続します。 
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３ 事業期間及び支払い 

  ⑴ 事業期間 
   平成 21 年 4 月下旬頃から平成 22 年 3 月 31 日までの間で、事業に必要な期間 
 
  ⑵ 補助金の支払い 
   補助金は、原則として事業終了後に支払うことになりますが、必要と認める場

合は、補助金を概算で支払い、事業終了後に精算することも可能です。 
 
 
 
 

４ 審査及び選考 

   次の手続きにより審査及び選考をします。 
⑴ 担当課との事前打合せ 

    事業の提案にあたり、提案団体と担当課との事前打合せを実施して提案内容

を決定していきます。 
 
⑵ 審査会（公開プレゼンテーション） 
  公開で提案事業の説明を行っていただき、学識経験者等からなる審査会が審

査・選考を行います。 
  日 時  平成２１年４月１８日（土） 午後２時 

  場 所  小杉庁舎３階３０３・３０４会議室 

 
   ※ただし、応募多数の場合は、事前の審査会で書類審査による審査・選考をし

たうえで公開の審査会を行いますので、ご了承をお願いします。 
 
  ⑶ 審査・選考基準 
   ・地域課題や市民ニーズの把握と、その解決方法 
   ・役割分担の妥当性 
   ・コスト、サービスの質 
   ・事業の実現性 
   ・提案団体の実施能力 
   ・提案団体の自立性、事業の継続性 
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５ 応募方法 

 ⑴ 募集期限 
   平成２１年１月２３日（金）～２月２７日（金） 

   （郵送の場合は当日消印有効） 
 
 ⑵ 提出書類 
   別紙（様式第１号から様式第４号）及びその他参考となる書類 
   次ページの「Ⅱ 必要な書類とその記入方法」を参照ください。 
 
 ⑶ 応募書類の提出先、問い合わせ先 
   射水市 市長公室 市民協働課 市民協働係 

   〒939-0393 射水市戸破１５１１番地 

   TEL 0766-57-1622 FAX 0766-56-1524 

   e-mail kyoudou@city.imizu.lg.jp 

 

 

 

 

６ 情報公開 

この事業の「公平性」、「透明性」を高めるため、企画の募集、事業の決定、事

業成果の概要等を公開します。また、応募のあったすべての提案について、応募

団体名や事業名等をホームページで公表します。 

 
 
 
 
７ その他 

  ⑴ 企画案の提出に必要な費用は、提出団体の負担とし、提出された書類は返還

いたしません。 
 
  ⑵ 市と提案団体との協議により、企画案の一部を変更することがあります。 
 
  ⑶ 事業終了後、事業報告会での報告を求めます。 
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Ⅱ 必要な書類とその記入方法 

 事業提案に必要な書類は以下のとおりです。 
 

１ 射水市公募提案型市民協働事業提案書(様式第１号) 

 

２ 射水市公募提案型市民協働事業 事業計画書(様式第２号) 

 

３ 事業収支予算書(様式第３号) 

  委託費や物品購入費等については、見積書やカタログ等を添付してください。 

 

４ 提案団体調書(様式第４号) 

 

５ その他添付書類 

⑴ 提案団体の規約、会則等 
  団体の組織活動の根本原則を記載した書面です。団体の目的・名称・事務所、

役員の任免・社員の資格の得喪・組織の意思決定や資産の得喪に関する規定な

どの基本事項が記載されたものを提出してください。 
 
⑵ 提案団体の会員名簿又は役員名簿 
  氏名、ふりがな、住所を記載した名簿を提出してください。 
 
⑶ 提案団体の総会資料 

直近のもので事業計画・収支予算、事業報告・収支決算が分かるものを提出

してください。 
 
⑷ 提案団体の活動が分かる資料 

会報、新聞の切り抜き、活動写真など、団体の活動内容が分かるものを提出

してください。 
 
⑸ 団体連絡票 

   確実に連絡が取れる連絡先を記入してください。報告は１人で結構ですが、

時間帯、曜日等によって連絡責任者を認定したい場合は、その旨、「備考」欄

に記入し、２人以内で報告してください。 
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様式第１号 

射水市公募提案型市民協働事業提案書 
 

射 水 市 長 宛て 
提案団体 
  団体所在地 射水市戸破○○○○番地 
 
  団体名 ○○○○の会 
 
  代表者名  射水 太郎     印 
 
(事業責任者氏名  射水 太郎    ) 
(連絡先電話番号  ××－××××  ) 

 
 平成２１年度射水市公募提案型市民協働事業について、以下のとおり関係書類を添えて提案し

ます。 
 

事 業 種 別 (1)テーマ設定型事業（             ） 

(2)自由テーマ型事業 

提案事業の名称 ○○○支援者になるための講座 

事業の実施予定期間 平成２１年５月１日 ～ 平成２２年３月３１日 

射水市補助金額 
及び予算総額 

   射水市補助金額   ３７５ 千円 
( 事業予算総額    ５００ 千円) 

 
 
 

添 付 書 類 

１ 事業計画書(様式第２号) 
２ 事業収支予算書(様式第３号) 
３ 提案団体調書(様式第４号) 
４ 委託費又は物品購入費に係る見積書及びカタログ等 
５ 提案団体の規約、会則等 
６ 提案団体の会員名簿又は役員名簿 
７ 提案団体の総会資料(直近のもので事業計画・収支予算、事業報告・

収支決算が分かるもの) 
８ 提案団体の活動が分かる資料(会報、新聞の切り抜き、活動写真等) 
９ 団体連絡票 
 
 
審査に関する書類等については、個人情報を除き、原則公開する。 
①様式第１号、様式第２号及び様式第３号(審査会で配布) 
②様式第２号(射水市のホームページで公開) 

 

コメント [A1]:  
該当する方に○印を

つけ、テーマ設定型

事業の場合は、（ ）

内に選択したテーマ

を記載してください。

コメント [A2]:  
提案する協働事業の

目的や内容が的確に

理解できる名称を付

けてください。 

コメント [A3]:  
提案に係る事業の着

手及び完了予定日を

記載してください。

コメント [A4]:  
事業予算総額は、収

支予算書（様式第３

号）の支出合計額と

同額となります。 
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様式第２号（第６条関係） 

射水市公募提案型市民協働事業 事業計画書 

団体名 ○○○○の会   

事業の名称 ○○支援者になるための講座 

事業の目的 

（解決すべき地域課題と市民ニーズ） 

 ○○支援の活動を拡大していくためには、○○支援者を養

成し、底辺拡大を図る必要がある。本事業では、○○支援に

関心を持つ市民が、自らの経験と関心に沿いながら、課題を

見つけ、その解決に向けて自発的に○○支援を行うための講

座を実施する。 
 
 市内○○支援実践者 △△人 

市内○○支援対象者見込み数 ×××人（全国平均換算） 
 

対象 

（どこで、だれに等） 

・市内在住・在勤の○○支援に興味のある方 

・市内の○○支援実践者（市職員を含む） 
 

手法 

（いつ、どのように、何を等） 

 ・受講者のニーズと状況に合わせた講座の開催 

  初級編 ４回 

 ８月中旬  ○○○について 

   ９月上旬  ×××について 

   10 月下旬 △△△について 

   11 月中旬 ◇◇◇について 

リーダー編 ４回 

 11 月下旬 ○○○について 

   12 月中旬 ×××について 

   １月中旬  △△△について 

 ２月上旬  ◇◇◇について 
  

一方的に講義を聞くだけではなく、自分たちの体験

や考えを出しながら、グループで共有していくワーク

ショップ形式や、実習などを組み合わせて開催する。
 
 ※講師は、○○支援に実績のあるＮＰＯ法人◇◇◇

の○○さん等を予定（別紙のとおり） 
 

事業内容 
(複数の事業がある場

合は別紙添付でも可) 

目標 

（目的とする結果、数値基準等） 

・参加目標△△人（一般◇◇人、市職員××人） 

・市内の○○支援者を××人から◇◇人に増やす。

・初級編では○○支援者の裾野を広げる。 

・リーダー編では、○○支援を実践している人が互

いの課題について話し合い、解決策を探る。 
 

コメント [A5]:  
射水市公募提案型市

民協働事業提案書

（様式第１号）に記

載した名称を記載し

てください。 

コメント [A6]:  
どのような地域課題

を解決しようとする

のか、また、地域課

題に対して、どのよ

うな市民ニーズがあ

るのかを具体的な数

値や日頃の活動の際

に耳にする市民の声

等を例示する等して

記載してください。 

コメント [A7]:  
それぞれ分りやすく、

簡潔に、また可能な

限り数値化して具体

的に記載してくださ

い。 
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協働事業として取り

組むことの必要性 

（団体や行政の特性から説明してください。） 

 ○○支援は行政だけがやる、ＮＰＯなど市民だけがやると

いうものでは、もはやなくなっている。協働で地域の○○を

どう応援するか考えていかなければならない。市民と市職員

が一緒にワークショップ型の講座を受けることによって、互

いの事情や考え方を知り、双方の今後の活動に生かす必要が

ある。 

 
（提案団体が果たす役割） 

 養成講座の企画・運営・養成講座終了後のフォロー 

 

役割分担 （事業実施に伴う市の役割） 

 広報・会場提供・○○の現場で働く市職員への参加案内 

 

事業スケジュール 
(別紙添付でも可) 

（準備期間、本実施期間、事業の評価等のスケジュール） 

 初級編 リーダー編 

５～６月 講師等調整 

準備期間 

 

７～９月 募集開始 

講座 2 回 

講師等調整 

10～12 月 講座 2 回 

実践期間 

募集開始 

講座 2 回 

1～３月 報告書作成 講座 2 回 

報告書作成  

事業効果 

（事業に取り組み、市民がどのような効果を受けるか。） 

 ・ＮＰＯ実践者と市職員が一緒に受講することで、市職員

のＮＰＯに対する理解が深まる。 

 ・○○支援者を◇◇人養成することで、○○支援者１人あ

たりの支援対象者が△人から×人になり、よりきめ細か

な支援を受けることが可能になる。 

 ・官民を問わず、参加者同士が情報交換を行い、互いを理

解し、連携することで、より質の高い支援を実現できる。 

 

事業展開 

（協働事業終了後の事業展開） 

 ・養成講座を終了した人たちを対象に活動支援などを行う。 

・市全体の○○支援ＮＰＯや団体を取りまとめる緩やかな

ネットワークができないか呼びかける。 

・平成××年度までに、ＮＰＯによる○○支援センターを

設立し、市の事業の協働の担い手になるようにしたい。 

 

コメント [A8]:  
課題解決のために、

なぜ市との協働が必

要なのか、単独で行

うことに比べ、市と

協働することにより、

どのような効果が期

待できるのか記載し

てください。 

コメント [A9]:  
提案団体が果たそう

とする役割、市に期

待する役割を具体的

に記載してください。

コメント [A10]:  
個々の事業のスケジ

ュールについて、四

半期程度ごとに進ち

ょく状況が分かるよ

うに行程表を記載し

てください。(別表で

も可) 

コメント [A11]:  
単独で行うことに比

べ、市と協働するこ

とにより、どのよう

な効果が期待できる

のか、また、提案団

体と市にとってどの

ようなメリットがあ

るのかを記載してく

ださい。 

コメント [A12]:  
当該年度の終了以降

に、提案事業をどの

ように展開していく

のか、また、今後提

案した事業を含めて、

団体等の活動をどの

ように展開していく

のか。具体的な中・

長期的な目標を記載

してください。 
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様式第３号 

事 業 収 支 予 算 書 
      提案団体名  ○○○○の会     

科 目 金 額 備 考 
【収入の部】 
１ 自己資金 
２ 事業収入 
  初級編事業 
  リーダー編事業 
 (･･･以下、事業ごとに記載) 
３ 寄附金 
４ 射水市補助金(公募提案型市民協働事業) 
５ その他 
 

 
50,000 円

50,000 円

(30,000 円)
(20,000 円)

20,000 円

375,000 円

5,000 円

 
 
 
受益者負担 1,000 円×30 人

受益者負担 1,000 円×20 人

 
 
 
 

収入合計(Ａ) 500,000 円  

【支出の部】 
１ 初級編事業 
 報償費 
 交通費 
 会場賃借料 
 通信費 
 消耗品費 
 印刷製本費 
 保険料 
 
２ リーダー編事業 
 (･･･以下、事業ごとに記載) 
 
 
 
 

250,000 円

(120,000 円)
(20,000 円)
(12,000 円)
(10,000 円)
(3,000 円)

(80,000 円)
(5,000 円)

250,000 円

 
 
講師＠30,000 円×4 回 
＠5,000 円×4 回 
＠3,000 円×4 回 
 
 
見積書のとおり 

支出合計(Ｂ) 500,000 円  

収支差額(A)－(Ｂ) 0 円  

 

コメント [A13]:  
この事業収支予算書

は、団体の通常の年

間予算を記載するも

のではありません。

あくまでも提案しよ

うとする事業に係る

収支予算を記載して

ください。 

コメント [A14]:  
支出については、計

画している事業ごと、

経費ごとに区分し、

備考欄に積算根拠を

記載してください。 

コメント [A15]:  
支出合計(Ｂ)と協働

事業提案書(第１号

様式)の事業予算総

額は同額となります。

コメント [A16]:  
事業の収支差額

(Ａ)-(Ｂ)は０円に

なるように収支予算

書を作成してくださ

い。 
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様式第４号 

提 案 団 体 調 書 
(ふりがな) 
団体の名称 

 
 
 

(ふりがな) 
代表者氏名 

 
 
 

連絡先 
 

郵便番号・住所 
〒    － 
 
 
 
電話番号    (   )     FAX 番号    (   )     
 
携帯電話 
 
e-mail 
 

設立年月 
(活動開始年月日) 

         年     月 

会員数                人 

団体の目的 

 
 
 
 
 
 

主な活動 

 
 
 
 
 
 

主な活動地域 
 
 
 

これまでに助成金

や委託を受けてき

た実績 

※これまでに市や他の行政機関から事業を受託したことがある場合は、事業名・委託
契約先名・受託時期を、また、これまで市や他の行政機関、民間団体等から助成金を
受けたことがある場合は、名称、助成団体、金額、時期等を記載してください。(過去５
年間程度) 
 
 
 
 
 
 

 

コメント [A17]:  
団体の所在地、連絡

先を記載してくださ

い。 

コメント [A18]:  
定款や規約等に記載

された目的を記載し

てください。 

コメント [A19]:  
団体が日常的に行っ

ている主な活動内容

を記載してください。
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団 体 連 絡 票 
 

団 体 名  

(ふりがな) 
氏  名  

住  所  

住  所  

電  話 
 
 
(自宅、団体事務所、その他(       )) 

携帯電話  

e-mail  

連 
絡 
責 
任 
者 
① 

 
連 
絡 
先 

備考  

(ふりがな) 
氏  名  

住  所  

住  所  

電  話 
 
 
(自宅、団体事務所、その他(       )) 

携帯電話  

e-mail  

連 
絡 
責 
任 
者 
② 

 
連 
絡 
先 

備考  

 
※１ この用紙は、市から報告等がある場合に、連絡させていただく先を報告してい

ただくものです。 

※２ この内容は公開いたしませんので、確実に連絡がとれる先を記入してください。

※３ 報告は１人で結構ですが、時間帯、曜日等によって連絡責任者を認定したい場

合は、その旨、「備考」欄に記入し、２人以内で報告ください。 



　　　Ⅲ　射水市公募提案型市民協働事業の流れ
提案団体 市

事業提案書作成

平成21年1月22日(木)　午後7時30分
公募提案型市民協働事業説明会

小杉庁舎３０３・３０４会議室

提案書の提出
平成21年2月27日(金)まで

ヒアリングの実施
事業内容、役割分担の確認

平成21年4月18日(土)　午後2時
公募提案型市民協働事業審査会

小杉庁舎３０３・３０４会議室

事業決定の通知
市長へ提言・公表

H21.４月下旬

　　　事業の詳細協議
　・事業内容 ・事業費の確定
　・役割分担 ・スケジュール確定

事業の実施
連携・協力（関係課サポート）

事業の終了
H22.3月末まで

事業実施報告書の作成
収支決算書の作成

事業実績報告書の提出
H22.4.15まで

　・事業完了確認
　・事業報告書等の審査
　・結果の公表

補助金の交付申請 補助金の交付決定

関係書類の保存
（５年間）

担当課との事前打合せ
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お問い合わせは・・・ 

射水市 市長公室 市民協働課 市民協働係 

〒939-0393 射水市戸破１５１１番地 

ＴＥＬ ０７６６－５７－１６２２ 

ＦＡＸ ０７６６－５６－１５２４ 

e-mail kyoudou@city.imizu.lg.jp 




